
スクールソーシャルワーカー 募集要項 

 

１ 募 集 人 数         ①１名 ②１名 

 

２ 任 用 期 間         令和 8年４月１日～令和 9年３月 31日 

           ※当該職場の継続状況や、勤務成績により再度任用する場合あり 

 

３ 主な職務内容 

 （１） 問題を抱える児童・生徒が置かれた環境への働きかけ 

 （２） 関係機関等とのネットワークの構築、連携及び調整 

 （３） 学校内におけるチーム体制の構築及び支援 

 （４） 保護者及び教職員等に対する支援、相談及び情報提供 

 （５） 前各号に定めるもののほか、教育長が必要と認める事項 

   ※記録等のため、パソコンを使用します。 

 

４ 勤 務 条 件       

 （１） 勤 務 時 間        ①月～金曜日のうち週 4日 （ローテーション勤務） 

              午前９時～午後４時（6時間） 

②月～金曜日のうち週 2日 （ローテーション勤務） 

              午前９時～午後４時（6時間） 

※登校支援が必要な場合は、午前８時～午後３時、保護者対応、校内

委員会に出席する場合は、午前 10時～午後５時の勤務となる場合

あり 

 （２） 報   酬   時 間 額 ２,５００円 

（３） 期末・勤勉手当   ①一定の条件を満たす場合は支給対象となります。②なし 

 （４） 社会保険等   社会保険（市町村共済短期給付・厚生年金） ①加入 ②加入なし 

雇用保険 ①加入 ②加入なし 

             所 得 税 源泉徴収 

 （５） 休   暇   年次休暇（初年度） ①10日 ②３日 

             特別休暇（忌引等） 

 （６） 勤 務 場 所        福生市子ども応援館（福生市北田園 2-5-7） 

             ※福生市立小・中学校への巡回業務や、必要に応じて家庭訪問する場

合があります。 

５ 資 格 要 件       

  次のいずれかの要件を満たす方 

 （１） 社会福祉士又は精神保健福祉士等の資格を有する者 



 （２） 教育と福祉の両面に関して専門的な知識及び技術を有するとともに、過去に教育や福祉

の分野において活動経験の実績がある者 

     ※地方公務員法第 16 条の欠格条項に該当する方及びこども性暴力防止法（令和８年

12月施行）に定めのある児童対象性暴力等の性犯罪履歴がある方は受験できません。 

 

６ 試験の方法         面 接 （令和 8年 2月 18日（水）） 

 

７ 採用担当課         総務部 職員課 職員係 ℡042-551-1589 

  所 属 課         教育部 教育支援課 教育支援係 


